
入 札 公 告（建設工事等） 
 

次のとおりに一般競争入札に付します。 
 
平成 30 年 4 月 3 日 
国立研究開発法人理化学研究所 和光事業所 経理部長 川鍋 隆 
◎調達機関番号 814   ◎所在地番号 11 
○第 2 号 
１ 事業概要 
（１）品目分類番号 41､ 42､ 75 
（２）事業名及び数量 理化学研究所本部・事務棟整備等事業 一式 
（３）事業場所 埼玉県和光市広沢２番１号 
（４）事業概要 ＰＦＩ手法（ＢＴＯ方式、Ｏ方式）による理化学研究所本部・事務棟の

施設整備（設計、建設等）、維持管理業務及び既存施設等維持管理業務並

びにこれらを実施する上で必要となる業務 
（５）本施設に係る事業期間 事業契約締結の日から平成 45 年３月 31 日までの期間 
２ 競争参加資格等 
（１）入札参加者が備えるべき要件等 

１）入札参加者の構成等 
①入札参加者は、単独企業（以下「入札参加企業」という。）又は複数の企業によっ

て構成されるグループ（以下「入札参加グループ」という。）とし、入札参加者は、

特別目的会社に必ず出資する者であること。 
なお、入札参加グループを構成する企業（以下「構成員」という。）の中から応

募手続を代表して行う企業（以下「代表企業」という。）を定めるものとする。 
②入札参加グループは応募に当たり、構成員のそれぞれが本事業の遂行上果たす役

割を参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時において明らかにすること。 
③入札参加者は、入札参加企業又は構成員以外の者で、事業開始後、選定事業者か

ら直接業務を受託する、又は請け負うことを予定している者（以下「協力会社」

という。）についても、参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時において

協力会社として明らかにすること。 
④入札参加者及び協力会社には、設計に当たる者、建設工事に当たる者、工事監理

に当たる者、維持管理に当たる者が必ず含まれていること。 
２）入札参加者及び協力会社の参加要件 
入札参加者及び協力会社のいずれも、以下の要件を満たすこと。 
①国立研究開発法人理化学研究所契約事務取扱細則第５条の規定に該当しない者で

あること。 



②国立研究開発法人理化学研究所（以下「理研」という。）又は文部科学省における

一般競争参加資格、国の一般競争参加資格（全省庁統一資格）のいずれかの認定

を受けていること。 
なお、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更正手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始

の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に理研又は文部科学省

における一般競争参加資格、国の一般競争参加資格（全省庁統一資格）の再確認

を受けていること。 
③「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平成 17 年法律第 87 号）

により、なお従前の例によることとされる会社の整理に関する事件に係る同法に

よる改正前の商法（明治 32 年法律第 48 号）第 381 条第１項の規定による会社の

整理開始の申立てがなされていない者又は整理開始を命ぜられていない者、「旧破

産法（大正 11 年法律第 71 号）又は「破産法」（平成 16 年法律第 75 号）に基づき

破産手続開始の申立てがなされていない者であること。 
④参加表明書等の提出期限の日から入札書の開札が終了するまでの期間に、関東地

区において理研の工事請負契約に係る指名停止及び理研の物品購入等契約に係る

取引停止を受けていないこと。 
⑤理研が本事業について、導入可能性調査業務及びアドバイザリー業務を委託した

みずほ総合研究所株式会社並びにみずほ総合研究所株式会社が本アドバイザリー

業務において提携関係にある株式会社日総建、西村あさひ法律事務所又はこれら

の者と資本関係若しくは人的関係において関連がある者でないこと。また、理研

が理化学研究所総合防災管理棟他和光地区整備等事業について導入可能性調査業

務及びアドバイザリー業務を委託したみずほ総合研究所株式会社並びにみずほ総

合研究所株式会社と連携関係にあったもの又はこれらの者と資本関係若しくは人

的関係において関連がある者でないこと。 
なお、「資本関係若しくは人的関係において関連がある者」とは、次の規定に該

当する者をいう。以下同じ。 
ア 資本関係 

次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更

生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 
(ｱ) 親会社と子会社の関係にある場合 

(ｲ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

※ 子会社の定義は、会社法（平成 17 年法律第 86 号）の定義を適用する。 
イ 人的関係 

次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、下記(ｲ)については、会社の

一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 



(ｱ) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

(ｲ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

その他上記ア又はイと同視しうる資本関係若しくは人的関係があると認めら

れる場合 

⑥審査委員会の委員が属する企業又はその企業と資本関係若しくは人的関係におい

て関連がある者でないこと。 

入札参加者（（１）１）①に示す入札参加者をいう。）又はこれらの者と資本関

係若しくは人的関係において関連がある者が、本事業の落札者選定公表までの間

において、審査委員会の委員への接触や他の入札参加者への謀議などにより、審

査に影響を及ぼすおそれのある不正若しくは悪質な行為を行ったと審査委員会が

判断した場合には、当該入札参加者は本事業への入札参加資格を失う。 
⑦最近１年間の国税（法人税、消費税及び地方消費税）を滞納していない者。 

⑧入札参加者及び協力会社のいずれかが、他の入札参加者又は協力会社となってい

ないこと。 

また、入札参加者及び協力会社のいずれかと資本関係若しくは人的関係におい

て関連がある者が他の入札参加者及び協力会社になっていないこと。 

⑨役員等（競争参加者が個人である場合にはその者を、競争参加者が法人である場

合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表をいう。

以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

77号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴

力団員」という。）であると認められる者でないこと。 

⑩暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴

力団員が経営に実質的に関与していると認められる者でないこと。 

⑪役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を

与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者で

ないこと。 

⑫役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供給するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している

と認められる者でないこと。 

⑬役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られる者でないこと。 
３）入札参加者及び協力会社の資格等要件 
入札参加者及び協力会社のうち設計、建設工事、工事監理及び維持管理の各業務に

当たる者は、それぞれ以下の要件を満たすこと。 
複数の要件を満たす者は当該複数の業務を実施することができるものとする。 



ただし、建設工事に当たる者と工事監理に当たる者については、これを兼務する

ことはできないものとし、資本関係若しくは人的関係において関連がある場合も同

様とする。 
①設計に当たる者は、以下の要件を満たすこと。 
ア 理研又は文部科学省の競争参加資格において平成 29・30年度設計・コンサル

ティング業務に係る参加資格の認定を受けていること。 

イ 「建築士法」（昭和 25 年法律第 202号）第 23条の規定に基づく一級建築士事

務所の登録を行っていること。 

ウ 本施設の設計を行うものは、(ｱ)・(ｲ)の要件を満たすこと。 

(ｱ) 平成 15 年４月１日以降に元請として受注した設計業務で、延床面積 7,000

㎡以上の庁舎又は事務所の実施設計実績を有していること。 

(ｲ) 平成 15 年４月１日、元請として受注した(ｱ)に示す建物の実施設計業務にお

いて、管理技術者又は主任担当技術者として業務に従事した担当者を管理技術

者又は主任担当技術者（建築分野、構造分野、電気設備分野、機械設備分野）

として配置できること。 

ここでいう管理技術者とは、技術上の管理及び総括を行う者を意味し、主任

担当技術者とは管理技術者の下で各分野の技術者を総括する者を意味する。 

管理技術者及び主任担当技術者について、建築分野及び構造分野を担当する

者は一級建築士とし、電気設備分野及び機械設備分野を担当する者は一級建築

士又は建築設備士とする。なお、同じ技術者が複数の役割及び分野を担当する

ことを妨げるものではない。 

また、参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時点において記載を求

める管理技術者及び各主任担当技術者は、原則としてそれぞれ１名である。た

だし、提出時点において、管理技術者及び各主任担当技術者を決定できないこ

とにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認申請書を提出することは

差し支えないが、いずれの候補者についても実績を有していなければならない。 

②建設工事に当たる者は、以下の要件を満たすこと。 
ア 以下の(ｱ)から(ｳ)の工種区分の工事を実施する者は、理研又は文部科学省の競

争参加資格において平成 29・30年度における参加資格の認定をそれぞれが工事

を実施する工種区分で受けていること。その際に算定した客観点数が以下の点

以上であること。なお、複数の要件を満たす者は要件を満たす複数の工種区分

の工事を実施することができるものとする。また、同一工種の工事を複数の者

で実施する場合には実施する者全てがそれぞれの要件を満たすこと。 

(ｱ) 建築一式工事 1,200点 

(ｲ) 電気工事 1,100点 

(ｳ) 管工事 1,100点 



イ 建設工事に対応する「建設業法」（昭和 24 年法律第 100 号）の許可業種につ

き許可を有しての営業年数が５年以上ある者であること。ただし、相当の施工

実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合において

は、許可を有しての営業年数が５年未満であっても同等として取扱うことがで

きるものとする。 

ウ 実施する工事の工種区分において、平成 15年４月１日以降に元請として完成・

引渡しが完了した延床面積 7,000㎡以上の庁舎又は事務所の新営工事の施工実績

を有すること（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20％以上の場合

のものに限る。）。なお、同一工種の工事を複数の者で実施する場合には実施する

者全てが要件の全てを満たすこと。 

エ 以下に示す基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置

できること。なお、同じ技術者が複数の役割及び分野を担当することを妨げる

ものではない。また、記載を求める監理技術者又は主任技術者は、原則として

それぞれ１名であること。ただし、参加表明書及び競争参加資格確認申請書の

提出時点において、監理技術者又は主任技術者を決定できないことにより複数

名の候補者をもって競争参加資格確認申請書を提出することは差し支えないが、

いずれの候補者についても下記に示す資格を有していなければならない。 

ａ 建築一式工事 

ⅰ 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、一級建築士の免許を有す

る者又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一級建築施工管理技士と同等以

上の能力を有すると認定した者をいう。 

ⅱ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証

を有する者又はこれに準ずる者であること。なお「これに準ずる者」とは、

以下の者をいう。 

・平成16年２月29日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者 

・平成16年２月29日以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成16年

３月１日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、

監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者 

ｂ 電気工事 

ⅰ 一級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者である

こと。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士（「技術士

法」（昭和 58年４月 27日法律第 25号。）による第二次試験のうち、技術部

門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門（選択科目を「電気電

子部門」又は「建設部門」に係るものとする者に限る。）に合格した者）又

は国土交通大臣若しくは建設大臣が一級電気工事施工管理技士と同等以上



の能力を有すると認定した者をいう。 

ⅱ 監理技術者にあっては、上記建築一式工事と同じ。 

ｃ 管工事 

ⅰ 一級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であるこ

と。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士（「技術士法」

（昭和 58 年４月 27 日法律第 25 号）による第二次試験のうち、技術部門を

機械部門（選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とする者に限る。）、上下

水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門（選択科目を「流体工学」、「熱

工学」、「上下水道部門」又は「衛生工学部門」に係るものとする者に限る。）

に合格した者）、「技術士法施行規則の一部を改正する省令」（平成 15年８月

18日文部科学省令第 36号）による改正前の技術士（「技術士法」による第二

次試験のうち、技術部門を機械部門（選択科目を「流体機械」又は「暖冷房

及び冷凍機械」とする者ものに限る。）、水道部門又は総合技術監理部門（選

択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」、「水道部門」又は「衛生工学

部門」に係るものとする者ものに限る。）に合格した者）又は国土交通大臣

若しくは建設大臣が一級管工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると

認定した者をいう。 

ⅱ 監理技術者にあっては、上記建築一式工事と同じ。 

③工事監理に当たる者（「建築基準法」（昭和 25 年法律第 201 号）に基づき設置する

ものとする。）は、以下の要件を満たすこと。 
ア 理研又は文部科学省の競争参加資格において平成 29・30年度設計・コンサル

ティング業務に係る参加資格の認定を受けていること。 

イ 「建築士法」（昭和 25 年法律第 202 号）に基づく一級建築士事務所の登録を

行っていること。 

ウ 本施設の工事監理を行うものは、(ｱ)・(ｲ)の要件を満たすこと。 

(ｱ) 平成 15 年４月１日以降に元請として受注した工事監理業務で、延床面積

7,000㎡以上の庁舎又は事務所の工事監理実績を有していること。 

(ｲ) 平成 15年４月１日以降に元請として受注した(ｱ)に示す建物の工事監理業務

の経験を有する建築分野、構造分野、電気設備分野及び機械設備分野の技術者

を配置できること。なお、同じ技術者が複数の分野を担当することを妨げるも

のではない。また、参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時点におい

て記載を求める技術者は、原則としてそれぞれ１名である。ただし、参加表明

書及び競争参加資格確認申請書の提出時点において、技術者を決定できないこ

とにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認申請書を提出することは

差し支えないが、いずれの候補者についても実績を有していなければならない。 

④維持管理に当たる者は、以下の要件を満たすこと。 



ア 全省庁統一資格又は理研において平成 30年度に「役務の提供等」のＡ、Ｂ又

はＣの等級に格付けされている者であること。 

イ 平成 15年４月１日以降に元請として受注した１年以上を契約期間とする建築

設備保守管理業務、清掃業務、警備業務の３業務の実績を有すること。複数の

者で分担して実施する場合には、各業務を行う者が各々の業務区分の実績を有

していればよい。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20％以上の

場合のものに限る。３業務に関する規模等の実績要件は以下の通りとする。 

(ｱ) 建築設備保守管理業務 

敷地面積 140,000㎡以上かつ延床面積 100,000㎡以上の規模であり、同一敷地

内の複数施設を対象とするものを基本とする。必ず実験施設等の研究機能を有

する施設も対象として含むものであること。 

複数の実績を合算して上記規模を満たすことも認めるが、合算する契約のうち

１契約は敷地面積 70,000㎡以上かつ延床面積 50,000㎡以上の実績であること。

また、同一の発注者で、かつ同一都道府県内のものであり、実績対象とする業

務の期間が１年以上重複する場合とする。 

(ｲ) 清掃業務 

延床面積 50,000 ㎡以上の施設であり、必ず実験施設等の研究機能を有する施

設も対象として含むものであること。対象となる面積は、実際に清掃を行って

いる部分の面積とする。 

なお、１つの契約であれば、同一敷地内の複数棟の実績を合算して上記規模

を満たすことも認める。 

(ｳ) 警備業務 

敷地面積 50,000 ㎡以上であり、当該敷地内に必ず実験施設等の研究機能を有

する施設も対象として含むものであること。 

４）競争参加資格確認基準日 参加表明書の受付締切日とする。 
５）入札参加グループの構成員及び協力会社の変更等 

競争参加資格の確認後は、入札参加グループの構成員及び協力会社の変更は、原則

として認めない。ただし、やむを得ない事情（合併、倒産等）が生じ、入札参加グ

ループの構成員及び協力会社を、提案書の提出期限の日までに変更（構成員及び協

力会社の削除及び追加又は予定業務の変更を含む。）しようとする者にあっては、理

研と事前協議を行い、理研の承諾を得るとともに、変更後において前記１）から３）

に示す競争参加資格を満たすことが確認できる場合に限り、入札参加グループの構

成員及び協力会社の変更をすることができる。 

なお、この場合においては、速やかに、入札参加グループの構成員及び協力会社

の変更届を理研に提出すること。 
３ 入札手続き等 



（１）担当部署 〒351‐0198 埼玉県和光市広沢２番１号 理化学研究所 和光事業所 経
理部契約課 電話 048-467-9581 電子メール pfi-wakokeiyaku@riken.jp 

（２）入札説明書等の交付期間及び交付方法 
平成 30 年 4 月 3 日 から平成 30 年 5 月 25 日までに、国立研究開発法人理化学研究所ホ

ームページにて交付する。 
（３）入札説明書等に関する説明会の開催日時及び場所 

平成 30 年 4 月 13 日 13 時 30 分から 14 時 30 分まで、埼玉県和光市広沢２番１号 理

化学研究所和光地区研究本館３階会議室（335/337 室）にて開催する。 
（４） 質問の受付期間及び回答日 
＜１回目＞ 
１）受付期間 平成 30 年 4 月 13 日から平成 30 年 4 月 17 日 12 時 00 分まで（電子メ

ールによる。） 
２）回答日   平成 30 年 5 月 15 日（理研のホームページによる。） 

＜２回目＞ 
３）受付期間 平成 30 年 6 月 25 日から平成 30 年 7 月 2 日 12 時 00 分まで（電子メー

ルによる。） 
４）回答日   平成 30 年 7 月 23 日（理研のホームページによる。） 

（５）参加表明書及び競争参加資格確認申請書の受付期間、提出方法並びに資格確認の結

果通知 
１）受付期間 平成 30 年 5 月 15 日から平成 30 年 5 月 25 日 12 時 00 分まで 
２）提出方法 持参する場合は上記１）に示す日時のうち、土日祝日を除く平日の午

前 10 時から 12 時の間、及び 13 時から 16 時の間（ただし、最終日は

10 時から 12 時の間のみ）に持参すること。また、郵送（書留郵便等の

配達記録が残るものに限る）で提出する場合は、5 月 25 日 12 時 00 分

までに必着のこと。 
３）結果通知 申請を行った者に対して、書面により平成 30 年 6 月 7 日 までに理研か

ら通知する。 
（６） 入札書等及び提案書の受付期間及び提出方法 

１）受付期間 平成 30 年 8 月 6 日から平成 30 年 8 月 9 日 12 時まで 
２）提出方法 持参する場合は上記１）に示す日時のうち、土日祝日を除く平日の午

前 10 時から 12 時の間、及び 13 時から 16 時の間（ただし、最終日は

10 時から 12 時の間のみ）に持参すること。また、郵送（書留郵便等の

配達記録が残るものに限る）で提出する場合は、8 月 9 日 12 時 00 分

までに必着のこと。 
（７） 入札書の開札日時及び開札場所 

１）開札日時 平成 30 年 8 月 20 日 10 時 00 分 



２）開札場所 埼玉県和光市広沢２番１号国立研究開発法人理化学研究所 和光地区 
研究本館３階会議室（335/337 室） 

４ その他 
（１） 手続において使用する言語及び通貨   日本語及び日本国通貨に限る。 
（２）入札保証金及び契約保証金 

１）入札保証金 免除する。 
２）契約保証金 免除する。ただし、選定事業者は、本施設整備業務の履行を確保す

るため、工事の着工日から本施設の完成の日までを期間として、次のいずれかの方

法による事業契約の保証を付すものとする。この場合の保証金額又は保険金額は、

本施設整備費（ただし、金利支払額を含まず、消費税を含む）の 100分の 10以上と

する。 

・債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、理研が確実と認める金

融機関又は保証事業会社の保証 

・債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証・債務の不履行により生

ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結（選定事業者を被保険者とする履

行保証保険契約が施設整備に当たるものによって締結される場合は、その保険金

請求権に、事業契約に定める違約金支払責務を被担保債務とする質権を理研のた

めに設定する） 

また、選定事業者は、維持管理業務の履行を確保するため、事業契約締結の日か

ら事業契約終了の日までを期間として、以下の方法による事業契約の保証を付すも

のとする。この場合の保証金額又は保険金額は、当該年度の維持管理費（消費税を

含む）の 100 分の 10 以上とする。 
・債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、理研が確実と認める金

融機関又は保証事業会社の保証 
（３）入札の無効 

以下のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った入札参加者を落札者

とした場合は、当該決定を取り消すものとする。 
なお、理研により競争参加資格があると認められた入札参加者であっても、入札書の

開札の時において指名停止等の措置要領に基づく指名停止措置を受けている入札参加

者等、入札書の開札の時において２（１）１）から３）に示す競争参加資格に関する

要件を満たさない入札参加者は、競争参加資格のない者に該当する。 
１）本入札説明書に示した競争参加資格のない者のした入札 
２）委任状を持参しない代理人のした入札 
３）競争参加資格確認申請書に記載された入札参加企業又は入札参加グループの代表

企業以外の者のした入札 
４）競争参加資格確認申請書、その他の一切の提出した書類に虚偽の記載をした者の



した入札 
５）記名押印を欠く入札 
６）金額の記載を欠き、または記載を訂正したものや不明確な入札 
７）誤字、脱字等により意思表示が不明確である入札 
８）明らかに連合によると認められる入札 
９）同一事項の入札について他の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入札 
10）その他入札説明書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札 
11）所定の日時及び場所に提出されない入札 

（４）落札者の決定等 
本事業の入札は、金額と金額以外の要素を総合的に評価し、最も優れた提案を行った

入札参加者（以下「最優秀提案者」という。）を選定し、最優秀提案者を落札者として

決定する総合評価落札方式により行う。 
（５）手続における交渉の有無 無。 
（６）契約書の作成の要否 要。 
（７）本事業以外の業務で、本事業に直接関連する業務に関する契約を、本事業の契約 

の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無。 
（８）理研又は審査委員会が必要と判断した場合は、入札参加者に対して、提案書に関す

るプレゼンテーション及びヒアリングを平成 30年 9月下旬から 10月上旬に実施する。 
（９）関連情報を入手するための照会窓口 上記３（１）に同じ。 
（10）詳細は入札説明書による。 
５   Summary 
(1) Contracting entity: Takashi Kawanabe, Director of Wako Finance Division，RIKEN． 
(2)Classification of the services to be procured: 41,42,75 
(3)Nature and quantity of the services to be required: Construction Projects on 

Headquarters and Administration Offices 1 Set. 
(4)Delivery period:  March 31, 2033. 
(5)Delivery place:  RIKEN. 
(6)Qualifications for participating in the tendering procedures: Suppliers eligible 

for participating in the proposed tender are those who shall: ①Not come under 
Article 5 of the Regulation concerning the contract for RIKEN. ②Have the 
qualifications for participating in tenders by RIKEN or The Ministry of Education, 
Culture, Sports, Science and Technology, or in tenders by single qualification for 
every ministry and agency, Details are tender instructions. 

(7) Time limit of tenders: 10:00 A.M, 20,August,2018 
(8) Contact point for the notice: Tadasuke, Yamashita, Wako Contracts Section, 

Wako Finance Division,RIKEN2-1,Hirosawa,Wako-shi,Saitama, 351-0198, Japan，



TEL 048-467-9581 
 
 


